
  この記載例は、裁判離婚の場合です。
  

届出時の本人確認
 届出の際、窓口で本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカード等）を提示いた
だき本人確認を実施しています。
本人確認書類を提示できない場合でも届出はできますが、後日お知らせを送付させて
いただきます。

記載例

届出時に住民登録を
している住所を記入
してください。
お引越しや、世帯を
別にするなど、住民
登録が変更になる場
合は、別に届出が必
要です。離婚届のみ
では住所は変更には
なりません。

離婚や死亡してい
る場合でも氏名を
記入してください。

未成年の子がある
場合は、それぞれ
親権を行う子の氏
名をフルネームで記
入してください。
令和８年４月１日
以降に提出する場
合は、「離婚届の
別紙」へ記入して
ください。

 必ず日中連絡がとれる電話番号を記入してください。

◆住民登録変更の届出は、平日の午前８時30分～午後５時までになりますので、土曜・日曜・祝日及び時
間外に離婚届を提出する場合には、後日改めて住民登録変更の届出をしてください。

未成年の子、経済的に自立していない子がいる
場合は、こちら、または令和８年４月１日以降
に提出する場合は「離婚届の別紙」へ記入して
ください。

□ □□ □□

 ヒロサキ   ジョウ

  弘 前　 　城   弘 前　 　桜
 ヒロサキ   サクラ

  〇               〇           〇   〇               〇           〇

　弘前市大字白銀町
  １    １

弘前アパート２０４号

　弘前市大字りんご町

　一丁目   ２    ３

　弘前市大字白銀町

  弘 前　 城
　弘前 太郎
　弘前 花子

　白神　富士男

　白神　雪子　長 　二

　✔

　✔　✔

　青森市津軽一丁目　　　　12　　　　　　3 　白神　桜

     〇           〇              〇           〇         

　弘前市大字白銀町 １  １ 弘前アパート
　　　　　　　　204号

　 弘 前　桜

080  9876    5432

　弘前一郎、弘前二郎

  １    １

裁判離婚の場合、証人は不要です。

婚姻により氏が変わった方の離婚後の本籍を記入します。
戸籍に変動のある人が届出人の場合、もとの戸籍にもどるか新しい戸籍をつくるか選択できます。（も
どる戸籍が既に除籍になっている場合は、もどれません）
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法７７条の２の
届）」を提出する必要があります。

戸籍に変動のある人が届出人ではない場合、原則、婚姻前の戸籍にもどります。
届出人ではない人が新しい戸籍をつくる希望がある場合は、「その他欄」に新戸籍を編製する旨を記載
し署名してください。
例 「新戸籍編製の申出をします 新本籍 弘前市大字○○○○番地○○ 弘前桜（署名）」
なお、調停調書等に新戸籍を編製する旨、および新本籍の場所が記載されている場合はその他欄への記
載は不要です。

裁判離婚は、訴えの提起者（申立人）が、調停の成立、審判ま
たは判決等の確定した日から１０日以内に届出をする必要があ
ります。
届出期間内に申立人が届出をしないときや、調停条項等で「相
手方の申出により離婚する」と定められている場合は、相手方
からも届出をすることができます。

  〇         〇        〇

記入不要


